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告 示
栃木県告示第220号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

栃木県森林組
合連合会

那須烏山市大字大木須の
一部

那須烏山市大字大木須の一部（大木須Ａ地
区・大木須Ｂ地区）の地籍図及び地籍簿

令和３（2021）年
４月２日

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第221号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

矢板市 矢板市安沢の一部 矢板市安沢の一部（安沢Ⅴ地区）の地籍図
及び地籍簿

令和３（2021）年
４月１日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第222号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

氏 家 土 地 改 良 区 令和３（2021）年４月１日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第223号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定により包括外部監査契約を締結したので、同
条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　包括外部監査契約の期間の始期
　　令和３（2021）年４月１日
２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
　　基本費用、執務費用及び実費の額を合算した額で16,016,000円を上限
３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
　　氏名　町田　昌久
　　住所　小山市城東５丁目28番１号
４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
　　概算払とし、四半期ごとの支払

（監査委員事務局）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○栃木県公報の販売人、販売価格及び申込方法
　栃木県公報発行規則（昭和32年栃木県規則第11号）第８条第２項の規定により、栃木県公報の販売人、販売
価格及び申込方法について次のとおり公告する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　販売人
　　所　在　地　　宇都宮市陽東五丁目９番21号
　　名　　　　称　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷
　　代表者の氏名　　松井　中央登
２　販売価格
　　１か月　3,120円（消費税、地方消費税及び郵送料を含む。）
３　申込方法
　　直接販売人に申し込むこと。
　　電話番号　028（662）2511

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
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　　令和３（2021）年４月13日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

風 見 上 平
土地改良区 理　事 吉田　親任 塩谷郡塩谷町大字風見1155

令 和 ３
（2021）.
２.１

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区連合役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定により、次のとおり
土地改良区連合の役員について退任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区
連 合 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

鬼 怒 中 央
土地改良区
連 合

理　事 髙橋　俊夫 芳賀郡芳賀町西高橋4045
令 和 ３
（2021）.
３.15

〃 稲川　嘉明 芳賀郡芳賀町西水沼666
令 和 ３
（2021）.
３.16

監　事 福田　　昇 宇都宮市上籠谷町1365-８
令 和 ３
（2021）.
３.15

〃 若目田文男 宇都宮市鐺山町210
令 和 ３
（2021）.
３.16

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○基本測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から基本測量を実施する旨通知
があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）
２　作業地域
　　栃木市、小山市、野木町
３　作業期間
　　令和３（2021）年４月26日から令和４（2022）年３月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の変更の案の縦覧等
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、次のとお
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

り公告し、当該都市計画の変更の案を縦覧に供する。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により、関係市町村の住民及び利害関係
人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　令和３（2021）年４月13日

　栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　都市計画の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路３・４・502号祖母井中央通り
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　芳賀町大字祖母井の一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課、芳賀町建設産業部都市計画
課
４　縦覧期間
　　令和３（2021）年４月13日から同月27日まで

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第７号
　包括外部監査人町田昌久の監査の事務を補助する者について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条
の32第１項の規定による協議が調ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年４月13日

栃木県監査委員　　岩　　崎　　　　　信　　
同　　　　　中　　島　　　　　宏　　
同　　　　　金　　井　　弘　　行　　
同　　　　　平　　野　　博　　章　　

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者
監査の事務を補助できる期間

氏　　 名 住 　 　 所

鈴　木　公　泉 宇都宮市南大通り１丁目１番３号
サーパス南大通りグランゲート1302

令和３（2021）年４月13日から
令和４（2022）年３月31日まで

牧　野　安　浩 足利市小俣町469番地３ 令和３（2021）年４月13日から
令和４（2022）年３月31日まで

松　本　直　樹 宇都宮市桜４丁目１番13号
サーパスシティ桜通りパークウィング1405

令和３（2021）年４月13日から
令和４（2022）年３月31日まで

針　谷　和　弘 栃木市岩舟町静3678番地５ 令和３（2021）年４月13日から
令和４（2022）年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────


